紀美野町災害時ストーマ装具・医療的ケア用品保管事業実施内規

（目的）
第１条　この内規は、災害時において自宅で使用しているストーマ装具及び医療的ケア用品（以下「装具等」という。）が使用できなくなる事態や、供給に支障が生じる事態に備え、町が装具等を一時的に保管し、必要時に返却することにより、使用者の生活の安定を図ることを目的とする。
（対象者）
第２条　本事業の対象者は、次の各号のすべてに該当する者とする。
（１）紀美野町に住所を有する者
（２）個人により適合するものが異なり、かつ、災害時等に確保が困難なストーマ装具及び医療的ケア用品を日常的に使用している者
（利用料）　
第３条　本事業の利用料は、無料とする。
（保管場所）
第４条　装具等の保管場所は、次のとおりとする。
紀美野町総合福祉センター（紀美野町下佐々1408-4）
（保管物品）
第５条　保管する物品は、次に掲げるものとする。
（１）ストーマ装具（消化器系・尿路系）
（２）医療的ケア用品
２　保管する物品の量は、原則として２週間分を目安とする。
（保管用容器及び表示）
第６条　保管用容器は、使用者又はその家族等が用意し、開閉ができるものとする。
２　保管用容器には、外見から次の事項が確認できるよう表示するものとする。
（１）使用者氏名
（２）生年月日
（３）住所
（４）連絡先電話番号
３　前項の表示方法は、ラベルの貼付、名札の装着等によるものとする。
（保管手続き）
第７条　保管を希望する者は、装具等を保管用容器に入れ、紀美野町役場保健福祉課に持参し、災害時ストーマ装具・医療的ケア用品保管申請書兼同意書（様式第１号。以下「保管申請書兼同意書」という。）を提出するものとする。
２　前項の手続きは、家族等の代理による申請も可能とする。
３　町は、装具等を保管用容器ごと預かり、災害時ストーマ装具・医療的ケア用品保管証（様式第２号。以下「保管証」という。）に、保管申請書兼同意書の写しを添付し交付する。
４　町は、災害時ストーマ装具・医療的ケア用品管理台帳（様式第４号）により、装具等を管理するものとする。
（保管期間）
第8条　装具等の保管期間は、受付日の属する月の翌月から起算して１年間とする。
２　町は、保管期間満了に際しての通知は行わないものとする。
３　保管期間満了後も引き続き保管を希望する場合は、保管期間が満了する日までに、新たな装具等を保管用容器に入れ、保管証と保管申請書兼同意書の写しとともに町に提出するものとする。
４　保管期間が経過した装具等について、使用者又は家族等から連絡がなく、３か月を経過した場合は、町は保管を中止し、処分することとする。
（装具等の入れ替え）
第９条　装具等の入れ替えは、随時可能とする。
２　入れ替えを行う場合は、その都度、紀美野町役場保健福祉課に申し出るものとする。
３　途中で入れ替えを行った場合の保管期間は、入れ替え日の属する月の翌月から起算して１年間とする。
（装具等の引き渡し）
第10条　装具等の引き渡しを受ける場合は、使用者又は家族等が、保管証又は本人確認ができる書類（マイナンバーカード、運転免許証、資格確認書、各種受給者証、郵便物等のいずれか１つ）を持参のうえ、総合福祉センターに来所し、災害時ストーマ装具・医療的ケア用品返却申請書（様式第３号）を町に提出するものとする。
２　原則として、装具等の輸送は行わないものとする。
３　装具等は必要に応じて返却するものとする。ただし、総合福祉センターが被災した場合等、その他やむを得ない事情により返却が困難な場合はこの限りではないものとする。
（免責）
第11条　装具等の品質管理、劣化、破損その他一切の事項について、町は責任を負わないものとする。
（その他）
第12条　この内規に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、別に定める。
